
綾川町立中学校 

 

綾川町においては、令和４年４月開校を目途に、綾上中学校と綾南中学校の統合を進めてい

ます。綾川町立中学校統合準備検討会（以下「検討会」という。）は、両校の統合を円滑に行う

ために必要な事項を検討し、調整を図るために設置されたものです。 

このお知らせは、検討会の協議内容について、児童・生徒や保護者、地域の皆さまへお知ら

せするために創刊しました。今号では、第３回検討会での協議内容等についてお知らせします。 

検討会として、統合中学校の校名候補案「綾川町立綾川中学校」を決定  

第３回検討会が、１２月１８日に綾南農村環境改善センターで開かれました。議事では、検

討会として、統合中学校の校名候補案「綾川町立綾川中学校」を決定しました。今後、町教育

委員会で議決、町議会に条例の改正を提案する手順で進めることになりました。次に、１２月

１４日に開かれた標準服・体操服等選定部会からの報告及び提案があり、冬の制服、夏の制服、

体操服のそれぞれについて、検討会で３つの候補案に絞り、次回の標準服・体操服等選定部会

で１つを選定することになりました。統合中学校の校歌、校章については、校歌に使う言葉（フ

レーズ）やイメージ、校章のデザインを公募し、専門家に依頼して原案を作成することになり

ました。 

次回の検討会では、標準服・体操服等選定部会の報告、校歌、校章の募集、通学支援、両校

の交流事業等について、協議する予定です。検討会の協議内容等は、随時、本検討会だよりを

通じて児童・生徒や保護者、地域の皆さまにお知らせします。 
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◇この日に決定・協議されたこと 

〇統合中学校の校名候補案について 

 検討会として、統合中学校の校名候補案「綾川町立綾川中学校」を決定した。今後、１

月の町教育委員会で議決、３月の町議会で条例の改正を行い決定する。 

〇標準服・体操服等選定部会の報告及び協議定について 

標準服・体操服等選定部会の報告をもとに、検討会では 

冬の制服、夏の制服、体操服のそれぞれについて、３つの 

候補案に絞り、次回の標準服・体操服等選定部会で１つを 

選定することになった。 

令和４年４月に入学する新 1 年生より新制服・体操服を 

使用し、統合時の２、３年生については、元中学校のもの 

を使用できる移行期間とすることを確認した。 

〇校歌、校章の募集について 

校歌については、歌詞全体、言葉（フレーズ）やイメージを、校章については、デザイ

ンを町民や児童生徒から募集する。応募されたものを参考にして、専門家に依頼して原案

を作成する。公募期間は、令和３年４月から５月を予定する。 

〇通学支援について 

 具体的なルートを検討し、スクールバスの運行と併せて安全対策を検討していく。 

〇両校の交流事業について 

両校の事情を考慮して、両校の代表者による具体的な交流事業の原案を作成し、次回の

検討会に提案する。 

 


